
従来法律で一律に定めていた課税標準又は税額の特例割合を条例で決定できることとする。

※ただし、一定の基準（参酌基準・上限・下限）については法律で定めることとなる。

地方団体が条例で決定

ただし、一定税率のものや
制限税率があるものもあり

わがまち特例のイメージ
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課税標準
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